
※令和７年9月１日現在

事業所名 所在地 電話番号

1 夜間対応型訪問介護事業所つばさ 君津市郡2-7-10 0439-55-1271

事業所名 所在地 電話番号

1 アビタシオン君津定期巡回訪問介護看護ステーション 君津市八重原1338-1 0439-54-1165

2 定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所つばさ 君津市貞元218-3 0439-27-1825

3 ２４時間訪問介護事業所つばさ 君津市郡2-7-10 0439-55-1271

4 やまみ定期巡回ステーション波岡 木更津市大久保2-20-6 0438-37-6008

事業所名 所在地 電話番号

1 足湯の里 君津市内箕輪1-10-11 0439-72-7575

2 リハビリ専門デイサービスメディカルＬａｂｏ君津 君津市南子安6-21-6 0439-73-3511

3 君津デイサービスはるか 君津市人見1593-2 0439-88-6066

4 デイサービス集い 君津市常代5-6-34 0439-29-6883

5 リハプライド　きみつ 君津市中島262-2 0439-29-5505

6 デイサービス羽々ぱたぱた 君津市中島644-1 0439-29-6732

7 デイサービスこいと福寿草の家 君津市白駒41-1 0439-71-3254

8 デイサービスなごみの郷 君津市東日笠520-5 0439-29-6588

事業所名 所在地 電話番号

1 つばさデイサービスセンター君津 君津市人見3-6-19 0439-57-6665

2 つばさデイサービスセンター貞元 君津市貞元495 0439-50-8900

3 つばさデイサービスセンターえがお 君津市貞元495 0439-50-8050

利用定員が１８人以下の通所介護（デイサービス）で、通いで、食事・入浴の提供や日常動作訓練などを日帰りで

受けるサービスです。

○夜間対応型訪問介護（対象者：要介護１～５の方）

介護事業所一覧表

地域密着型サービス事業所
要支援、要介護状態になっても、住みなれた地域で安心して生活を続けていくためのサービスです。

君津市に所在する地域密着型サービスは原則として、君津市民の方のみがご利用いただけます。

認知症の方を対象に食事・入浴などの介護や支援、機能訓練などの専門的なケアをする通所介護です。

○地域密着型通所介護（対象者：要介護１～５の方）

○（介護予防）認知症対応型通所介護（対象者：要支援１・２、要介護１～５の方）

○定期巡回・随時対応型訪問介護看護（対象者：要介護１～５の方）

２４時間安心して在宅生活が送れるよう、ヘルパーによる巡回や通報により対応する夜間の訪問介護です。

（千葉県介護サービス情報公表システム）　　　　　（君津市介護保険事業者情報のご案内）

介護職員と看護師が一体または密接に連携し、定期的な巡回による訪問介護や利用者の通報や電話などに対して

随時対応します。
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事業所名 所在地 電話番号

1 セントケア南子安 君津市南子安1-23-20 0439-57-1030

2 つばさ小糸の郷 君津市上257-1 0439-32-1615

事業所名 所在地 電話番号

1 セントケア看護小規模きみつ 君津市大和田4-2-14 0439-50-1800

事業所名 所在地 電話番号

1 セントケアホーム君津 君津市大和田4-2-14 0439-50-0405

2 ニチイケアセンターひとみ 君津市人見2-6-8 0439-50-8031

3 グループホームふくふく 君津市貞元495 0439-50-8050

4 やすらぎメゾン・尾車 君津市尾車648-2 0439-70-1214

事業所名 所在地 電話番号

1 特別養護老人ホームつばさ 君津市貞元510 0439-55-2222

2 やすらぎの里・尾車 君津市尾車619-1 0439-70-1212

3 特別養護老人ホームあんしん君津 君津市愛宕162-1 0439-27-0023

ます。

○（介護予防）小規模多機能型居宅介護（対象者：要支援１・２、要介護１～５の方）

小規模な住居型の施設への通いを中心として、訪問や宿泊のサービスが柔軟に受けられます。

○看護小規模多機能型居宅介護（対象者：要介護１～５の方）

小規模多機能型居宅介護に加えて、看護師などによる訪問看護を組み合わせることで、介護と看護の一体的なサービス

が柔軟に受けられます。

〇（介護予防）認知症対応型共同生活介護（対象者：要支援２、要介護１～５の方）

認知症の症状のある方が共同で生活しながら、食事・入浴などの介護や支援、機能訓練を受けられます。

サービスは利用者の認知症の進行を緩和し、安心して日常生活を送れるよう、心身状況を踏まえて適切に行われます。

〇地域密着型介護老人福祉施設（対象者：原則、要介護３～５の方）

常時介護が必要で、自宅での介護が困難な方が対象の施設です。（定員２９人以下）

日常生活の支援や介護が受けられます。入所対象者は、原則、要介護３以上の方ですが、要介護１、２の方でも、自宅で

日常生活を営むことが困難であるなどのやむを得ない事由があると認められた場合には、特例入所としてお申込みができ
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